
平成28年度から控除対象となる寄附先に府条例分が追加されました。

詳細はこちら⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/shimin_kouekizeisei/index.html(大阪府ホームページ）

府民税の控除対象となる寄附金の条例指定について
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